
都市機能誘導区域：拠点の考え方

居住誘導区域の方向性

人口の推進・維持を図り多様な機能を配置することで持続可能な機能を確保し居住など
をゆるやかに誘導する区域。

面（コンパクト）

線（ネットワーク）

まちなか居住・基盤整備

居住誘導区域設定の
大きな方向

上越市都市計画マスタープラン

都市機能誘導区域の方向性

日常生活に必要な医療・福祉・教育文化・商業施設などの都市機能を配置し
効率・快適性のあるサービス水準を確保する区域
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都市機能誘導区域：拠点の考え方

 

 

都市計画マスタープランを踏まえた立地適正化計画の拠点の位置づけ

 都市計画マスタープランにおいては、都市・生活サービスが受けられる暮らしやすいまちを形成
するため、各地区の拠点機能に応じて以下のような分類がなされている。

 ６拠点を立地適正化計画の拠点と位置付ける

 直江津地区、春日山駅周辺地区、上越ＩＣ周辺
地区、高田地区、上越妙高駅周辺地区、大潟
区総合事務所周辺地区
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都市機能誘導区域等の設定

拠点の位置づけを踏まえた都市機能誘導区域の考え方

 大方針：都市機能誘導区域は、居住誘導区域の内側に設定する

 立地適正化計画においては、都市計画マスタープランにおける拠点の位置づけ、各拠点の現況を踏
まえ、都市機能誘導区域を定めることとする。

 あわせて、居住機能、都市機能の適切な配置を誘導するために、誘導施設・誘導施策の検討を行う。

 誘導施設は、医療・福祉、商業などの、都市機能誘導区域内に立地を誘導すべき都市機
能増進施設に加え、各地区の特性を活かしながら「ひとつのまち」として必要な施設を
設定する。

都市機能誘導区域

誘導施設

 誘導施設の立地促進のために、財政上、金融上、税制上の支援措置等を検討する

誘導施策

 医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することによ
り、各種サービスの効率的な提供を図る区域として、都市機能誘導区域を設定する。

 都市機能増進施設（「都市再生特別措置法第81条」より）：居住者の共同の福祉や利便性の向上
を図るために必要な施設であって、都市機能の増進に著しく寄与するもの。
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都市機能誘導区域の設定

 都市機能誘導区域の設定（Ⅳ‐1-3-3-（4）-②）

ア  都市全体を見渡し、鉄道駅に近い業務、商業などが集積する地域

イ  都市機能が一定程度充実している区域

ウ  周辺からの公共交通によるアクセスの利便性が高い区域

エ
 区域の規模は、一定程度の都市機能が充実している範囲で、かつ、徒歩や自転車等によ

りそれらの間が容易に移動できる範囲

（１）都市計画運用指針における都市機能誘導区域設定の考え方
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都市機能誘導区域の設定

 雁木のある道路沿い⇒次頁STEP3

ア  都市計画マスタープランによる6拠点（直江津地区、春日山駅周辺地区、上越IC周辺
地区、高田地区、上越妙高駅周辺地区、大潟区総合事務所周辺地区）

イ  医療、福祉、商業、教育、公益施設の集積が見られる区域⇒次頁STEP1

ウ  鉄道駅から800m以内の区域及びピーク時片道3本以上のバス停から300m以内の区
域⇒次頁STEP2

エ  イ及びウによる区域⇒次頁STEP1+STEP2

①都市計画運用指針を踏まえた基本的な基準 大方針：都市機能誘導区域は、居住誘導区域の内側に設定する

① ＋ ② ＝ 都市機能誘導区域

 主要な道路沿い⇒次頁STEP3

（２）上越市における都市機能誘導区域設定の考え方

②上越市独自に都市機能誘導区域に追加する要素
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都市機能誘導区域の設定

【直江津地区】

生活サービス施設の多く立地する箇所

STEP3

雁木のある道路

国道

県道

1・2級市道

市街化区域

・雁木のある道路
・主要な道路

都市機能誘導区域の
おおむねの範囲

STEP1

STEP2

鉄道駅や運行頻度の高いバス停の周辺

凡例

鉄道駅800m圏

ピーク時3本以上の

バス停300m圏

拠点間幹線道路の

バス停300m圏

市街化区域
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都市機能誘導区域の設定

【春日山駅周辺地区及び上越ＩＣ周辺地区】

STEP2 STEP3

雁木のある道路

国道

県道

1・2級市道

市街化区域

鉄道駅や運行頻度の高いバス停の周辺 ・雁木のある道路
・主要な道路

都市機能誘導区域の
おおむねの範囲

凡例

生活サービス施設の多く立地する箇所

STEP1

鉄道駅800m圏

ピーク時3本以上の

バス停300m圏

拠点間幹線道路の

バス停300m圏

市街化区域
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都市機能誘導区域の設定

系に制限した範囲は除く

【高田地区】

STEP2 STEP3

雁木のある道路

国道

県道

1・2級市道

市街化区域

鉄道駅や運行頻度の高いバス停の周辺

生活サービス施設の多く立地する箇所

・雁木のある道路
・主要な道路

STEP1

都市機能誘導区域の
おおむねの範囲

凡例

鉄道駅800m圏

ピーク時3本以上の

バス停300m圏

拠点間幹線道路の

バス停300m圏

市街化区域
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都市機能誘導区域の設定

【上越妙高駅周辺地区】

STEP2 STEP3

雁木のある道路

国道

県道

1・2級市道

市街化区域

鉄道駅や運行頻度の高いバス停の周辺

生活サービス施設の多く立地する箇所

・雁木のある道路
・主要な道路

都市機能誘導区域の
おおむねの範囲

STEP1
凡例

鉄道駅800m圏

ピーク時3本以上の

バス停300m圏

拠点間幹線道路の

バス停300m圏

市街化区域
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都市機能誘導区域の設定

【大潟区総合事務所周辺地区】

STEP2 STEP3

雁木のある道路

国道

県道

1・2級市道

市街化区域

鉄道駅や運行頻度の高いバス停の周辺

生活サービス施設の多く立地する箇所

・雁木のある道路
・主要な道路

都市機能誘導区域の
おおむねの範囲

STEP1
凡例

鉄道駅800m圏

ピーク時3本以上の

バス停300m圏

拠点間幹線道路の

バス停300m圏

市街化区域
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都市機能誘導区域の設定

拠点 集計区分

商業 医療 福祉 子育て

ス
ー
パ
ー

コ
ン
ビ
ニ

診
療
所

通
所
介
護

小
規
模

多
機
能
型

居
宅
介
護

幼
稚
園

保
育
所

高田

区域内 9 11 26 14 1 5 6

生活圏内 17 16 43 22 2 5 14

生活圏に占める割合 52.9% 68.8% 60.5% 63.6% 50.0% 100.0% 42.9%

直江津

区域内 5 7 18 4 2 2 4

生活圏内 9 20 24 11 5 3 8

生活圏に占める割合 55.6% 35.0% 75.0% 36.4% 40.0% 66.7% 50.0%

春日山

区域内 2 4 9 1 0 1 2

生活圏内 4 9 19 7 0 2 4

生活圏に占める割合 50.0% 44.4% 47.4% 14.3% 0.0% 50.0% 50.0%

上越
ＩＣ

区域内 2 2 1 1 0 0 0

生活圏内 7 3 2 3 0 1 4

生活圏に占める割合 28.6% 66.7% 50.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0%

大潟

区域内 1 2 2 0 0 0 2

生活圏内 1 5 5 5 1 0 4

生活圏に占める割合 100.0% 40.0% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0%

上越
妙高

区域内 0 2 1 1 0 0 0

生活圏内 0 5 2 3 0 0 3

生活圏に占める割合 0.0% 40.0% 50.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0%

拠点計

区域内 19 28 57 21 3 8 14

生活圏内 38 58 95 51 8 11 37

生活圏に占める割合 50.0% 48.3% 60.0% 41.2% 37.5% 72.7% 37.8%

（参考）都市機能が一定程度充実している区域（step1の検証）①身近な施設

◎身近な施設
日常生活に必要な身近
な施設は、区域の中心
に一定程度集積しなが
ら、生活圏にもバラン
スよく配置しているこ
とが確認できる
→両区域にまんべんな
くある

★★

★★★

★

★
★

★★

★
★

★

生活圏（居住誘導区域等）

区域の中心（都市機能誘導区域）
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都市機能誘導区域の設定

拠点 集計区分

医療 福祉 教育・文化 公共

病
院

地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー

高
等
学
校

図
書
館

博
物
館

市
役
所

（
本
庁
、

出
張
所
）

高田

区域内 3 2 6 1 3 1

生活圏内 4 3 8 1 4 1

生活圏に占める割合 75.0% 66.7% 75.0% 100.0% 75.0% 100.0%

直江津

区域内 1 2 0 1 2 1

生活圏内 1 2 0 1 2 1

生活圏に占める割合 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0%

春日山
駅周辺

区域内 0 0 0 0 0 1

生活圏内 1 1 0 0 2 1

生活圏に占める割合 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

上越
ＩＣ
周辺

区域内 1 0 0 0 1 0

生活圏内 1 0 0 0 1 0

生活圏に占める割合 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%

大潟

区域内 0 1 0 0 0 1

生活圏内 1 1 0 0 0 1

生活圏に占める割合 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

上越
妙高

区域内 0 0 0 0 0 0

生活圏内 0 0 0 0 0 0

生活圏に占める割合 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

拠点計

区域内 5 5 6 2 6 4

生活圏内 8 7 8 2 9 4

生活圏に占める割合 62.5% 71.4% 75.0% 100.0% 66.7% 100.0%

◎拠点性の高い施設
拠点性が高く、区域の中
心にあることが望ましい
施設については、すでに
区域の中心に集積されて
いる

★
★★

★
★

生活圏（居住誘導区域等）

区域の中心（都市機能誘導区域）

（参考）都市機能が一定程度充実している区域（step1の検証）②拠点性の高い施設

※高等学校に中等教育学校は含まない
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誘導施設の設定

【誘導施設検討の大方針】

上越市の誘導施設

日常生活に必要な生活利便施設
（主に前段の ①身近な施設）

上越市独自の視点（各拠点の特性、現況を踏まえた検討）から
「ひとつのまち」として必要だと考えられる施設

（主に前段の ②拠点性の高い施設 ＋ 市の独自性）

法・運用指針か
ら見える施設

「ひとつのまち」
として必要と考え
る施設

法から見える施設に、
市の独自性をプラス



 誘導施設については、第8版都市計画運用指針において以下のように位置づけられている。
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誘導施設の設定

法・運用指針による誘導施設検討

 第８版都市計画運用指針より
◇誘導施設
誘導施設は、居住者の共同の福祉や利便の向上を図るという観点から、
・病院・診療所等の医療施設、老人デイサービスセンター等の社会福祉施設、小規模多機能型居宅介
護事業所、地域包括支援センターその他の高齢化の中で必要性の高まる施設
・子育て世代にとって居住場所を決める際の重要な要素となる幼稚園や保育所等の子育て支援施設、
小学校等の教育施設
・集客力がありまちの賑わいを生み出す図書館、博物館等の文化施設や、スーパーマーケット等の商
業施設
・行政サービスの窓口機能を有する市役所支所等の行政施設などを定めることが考えられる。

法・運用指針から見える施設

◎都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設

【 医 療 施 設 】 病院・診療所
【社会福祉施設】 通所型社会福祉施設、地域包括支援センター等
【教育文化施設】 保育園・小中学校・高等学校・図書館・博物館等
【 行 政 施 設 】 市役所等
【 商 業 施 設 】 スーパーマーケット等

まずは法の趣旨を網羅

日常生活に必要な生活利便施設
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誘導施設の設定

※上越市都市計画マスタープランでは、下記の施設が例に挙げられている

上越市の独自の視点による誘導施設検討 「ひとつのまち」として必要と考える施設
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※上越市都市計画マスタープランでは、拠点別の特性と役割を下記ように整理している

上越市の独自の視点による誘導施設検討

誘導施設の設定

「ひとつのまち」として必要と考える施設
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上越市の独自の視点による誘導施設検討

誘導施設の設定

○雁木、町屋を活かした「情報発信施設」
○風情ある古き良き「料亭・旅館」
○上越の食文化を発信する「飲食店」
○歴史的背景から見た「教育施設」の集積

城下町高田

○海洋資源を活用した「水族博
物館」

○海産物を活かした「飲食店」

港まち直江津

○来訪者に滞在してもらう「ホテル」
○観光客のための「情報発信施設」
○上越の食文化を発信する「飲食店」
○広域ビジネスの拠点となる「オフィス」
○通いが可能になる「大学・専修学校」

人と物の玄関口 上越妙高駅

○各種行政機能
○体育館、水泳場、スポーツジム
○文化の拠点「文化会館・コンベ
ンションホール」

行政と文化のまち春日山

○中心拠点を補てん
する、日常生活に
必要な都市機能

○温泉資源を活かし
た「情報発信・宿
泊施設」

地域拠点 大潟

「ひとつのまち」として必要と考える施設

◎居住者にとっての「働く施設」… オフィス・事務所など
◎まちの賑わいを生む「人を集める施設」… コンベンション施設・娯楽施設など
◎広域交通拠点を活かした「人を迎える施設」… ホテル・料亭・旅館など

※居住者の日常生活に必要な施設に加え、
働く・遊ぶ・食べる・発信する施設、ま
た、来訪者を迎える施設なども「ひとつ
のまち」として必要な都市機能と考え、
当計画に位置付けていきたい

各地区の特性から見た都市機
能（案） ○地の利を活かした「交流施設」

○上越地域全体を支える「大型商業施設」

広域交通要衝 上越ＩＣ周辺



平成27年度 平成28年度 平成29年度
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計画素案の
方向性検討

計画案の検討全体の流れ

策
定

住民説明会
パブコメ

関係課との
調整

住民説明会

都市計画
審議会

計画策定までのスケジュール（案）

関係課調整

パブリック
コメント

素案審議 計画案審議とりまとめ案
審議

運用開始
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②意見

③案提示 ④修正指示

⑤案報告

⑥意見

必要に応じ

修正案等の提示
協議、修正提示

上越市立地適正化計画

⑦県に送付

総 務 管 理 部 ：総務管理課、行政改革推進課

企 画 政 策 部 ：企画政策課、創造行政研究所、新水族博物館整備課、新幹線・交通政策課

財 務 部 ：財政課、用地管財課、税務課

防災危機管理部 ：市民安全課、危機管理課

自治・市民環境部：自治・地域振興課、共生まちづくり課、文化振興課、環境保全課、

生活環境課、市民課

健 康 福 祉 部 ：福祉課、高齢者支援課、健康づくり推進課、保育課、こども課、国保年金課

産 業 観 光 部 ：産業振興課、産業立地課、観光振興課

農 林 水 産 部 ：農政課、農村振興課、農林水産整備課

都 市 整 備 部 ：道路課、河川海岸砂防課、建築住宅課、生活排水対策課、下水道建設課

上越市都市計画審議会

策定・公表

庁内担当部局（３８課）

上越市議会

市民からの意見など

資料２

上越市都市計画審議会委員



住民説明会の進め方について(案) 

 

１．住民説明会の進め方（案） 

（１）目的 

  上越市立地適正化計画（素案）について、地元の意見を踏まえた計画とするため、地域

の代表者を対象に住民説明会を行う。 

 

 

 

 

 

 

（２）説明会の概要 

・開催単位：都市拠点である直江津駅周辺地域、春日山駅周辺地域、高田駅周辺地域と 

ゲートウェイである上越妙高駅周辺地域の市街化区域内で、上越市都市計画 

マスタープランの地域別構想の区割り単位で各１回開催する。 

    

・開催形式：説明会形式 

         事務局で作成した素案について、意見をもらう。 

    

・参 集 者：立地適正化計画を策定する区域（直江津駅周辺地域、春日山駅周辺地域、 

高田駅周辺地域、上越妙高駅周辺地域）の各地区町内会長連絡協議会会長、 

各町内会長 

 

（３）説明会概要 

   ・立地適正化計画の策定目的、概要、方針(案) 

・居住誘導区域(案) 

   ・都市機能誘導区域(案)、誘導施設(案) 

    

（４）住民説明会後の進め方 

  住民説明会後に、市民からの意見を踏まえた計画とするため、全市民を対象にパブリッ

クコメントを行う。 

（参考）都市再生特別措置法第８１条 

    立地適正化計画を作成しようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催その他の住民の 

意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに都市計画審議会の意見を聴かなければ 

ならない。 

 

資料３ 


